
１．対象施設と補助率・補助上限額

※重点対策地域又は対策地域において、横浜市地域まちづくり推進条例に基づく認定を受けたプラン（防災
まちづくりを目的としたものに限る。）に基づいた整備等を、そのプランを運用する地域まちづくり団体が申
請する場合は、上限額が500万円となります。
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